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 安倍総理は、2017 年４月に予定されていた消費税率の 10％への引上げ及び軽減税率制度

の導入時期を、２年半延期する旨を表明した。安倍総理は、６月１日に行われた記者会見

で「2020 年度の財政健全化目標はしっかりと堅持する。そのため、ぎりぎりのタイミング

である 2019 年 10 月には消費税率を 10％へ引き上げることとし、30 ヵ月延期することと

した。その際に、軽減税率を導入する」との考えを示した。 

 

 一方、中小企業庁はこのほど、消費税率の引上げとともに実施される予定の消費税軽減

税率制度への対応が必要となる中小企業・小規模事業者が、複数税率対応レジの導入や、

受発注システムの改修などを行うにあたって経費の一部を国が補助する制度（軽減税率対

策補助金）については、軽減税率導入への対応を円滑に進めてもらうため、中断等をせず

にこのまま継続していくことをＨＰ上で明らかにした。 

 

 複数税率対応として２つの申請類型がある。 

それは、「複数税率対応レジの導入等支援」（Ａ型）と「受発注システムの改修等支援」（Ｂ

型）。Ａ型のレジの導入の場合、基本的には補助率は３分の２だが、１台のみ導入かつ導入

費用が３万円未満の機器については補助率が４分の３、タブレット等の汎用端末の補助率

は２分の１と補助率が異なる。補助額は１台当たり 20 万円が上限、複数台のときは 200 万

円を上限とする。 

 

 一方、受発注システムの場合、小売事業者等の発注システムの補助金上限額は1000万円、

卸売事業者の受注システムの補助金上限額は 150 万円で、両方の改修・入替が必要なとき

の上限は 1000 万円となる。補助率は改修・入替費用の３分の２。電子的受発注データのフ

ォーマットやコード等の複数税率対応に伴う改修、現在利用している電子的受発注システ

ムから複数税率に対応したシステムへの入替を補助対象とする。 

 中小企業庁では、今回、具体的な今後の取扱いとして、(1)これから申請予定の事業者に

対しては、現行の申請手続きから変更がないこと、(2)すでに補助金の交付申請をしている

事業者に対しては、提出された申請書類を、現行の審査を行った上で交付決定することと

した。また、税率引上げ延期に伴う延長後の受付期限については、追って同庁ホームペー

ジ上で明らかにするとしている。 
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